
国連で採択された「持続可能な開発目標（SDGs）」には17の目標が掲げられており、目標12番の「つくる責任
つかう責任」のターゲットの１つとして「ごみの発生する量を大きく減らす」が盛り込まれています。

　ごみの減量には「３Ｒ行動」がとても大切で、必要な物だけを買う「Reduce（リデュース）」、繰り返し使用す
る「Reuse（リユース）」によって、まずはごみを発生させないことが大切です。しかし、どんなに頑張っても捨
てる物は発生しますので、捨てる際には「Recycle（リサイクル）」を強く意識して分別しましょう。

環境省では６月を環境月間としており、
市でもこの期間を「家庭ごみリサイクル推進月間」としています。

【リサイクルできるもの】
　プラスチックや紙類などのリサ
イクル品目は、新しく資源として
生まれ変わります。
　しかし、汚れたままになってい
ると「燃やせないごみ」として直
接最終処分場に埋め立てられるこ
ととなりますので、きれいに洗っ
てから出しましょう。

　「燃やせるごみ」と特に「燃やせないごみ」を処理するためにはたくさんの費用がかかっています。
　各家庭、各事業所の皆さんが「３Ｒ行動」を常に意識することで、地球環境にもやさしく、そして市民全員の
負担を少なくすることができます。普段の生活の中で、できることから始めていきましょう。
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【燃やせるごみ】
　「リサイクルはできないが燃や
すことはできるごみ」は、焼却施
設で燃やされ、その灰は最終処分
場に埋め立てられます。
　しかし、現在の燃やせるごみの
約半分が紙類で、紙は大切な資源
ですので、リサイクルとして出し
ましょう。
＊紙類は、「　　紙・金属・小型

電子機器等リサイクル」の日に
出しましょう。

【燃やせないごみ】
　「リサイクルできず、燃やすこ
ともできないごみ」は、最終処分
場にそのまま埋め立てられます。
　処分場の建設・管理にはとても
高い費用がかかってしまいますの
で、これらのごみは特に減らした
いものです。
　残念なことに、汚れたままの大
量のプラスチック類などが多く運
ばれてきていますので、リサイク
ルできるものはきれいにしてリサ
イクルとして出しましょう。
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家庭ごみのリサイクルに取り組みましょう‼

焼却施設

6 広報ごしょがわら　2026年６月号


